
 

○港区家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱 

平成２７年７月１日 

２７港子子第２７１８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年港区条例第２７号。以下「条例」という。）、港区家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２６年港区規則第８１号。以下「規則」と

いう。）その他法令等の定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可及び認可の変更等に

当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の定めるところによる。 

（家庭的保育事業者等） 

第３条 家庭的保育事業等を行う者のうち、社会福祉法人及び学校法人以外の者については、

「家庭的保育事業等の認可等について」（平成２６年１２月１２日付雇児発１２１２第６

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）第１の３（３）に定めるところによるととも

に、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

（１） 家庭的保育事業等の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を普通預金、当

座預金等により有していること。 

（２） 直近の会計期間において債務超過（負債が資産を上回っている状況をいう。）と

なっていないこと。 

（家庭的保育事業の建物及び設備） 

第４条 家庭的保育事業所の構造及び設備は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、

消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他関係法令並びに条例及び規則に定めるものの

ほか、次に掲げる基準による設備を有していなければならない。 

（１） 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要

件を満たすこと。 

区分 要件 

保育を行う専用の部屋 条例第２３条第２号に定める面積を、保育に有効な面積（部屋の内

法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。）として

確保すること。 



 

屋外における遊戯等に

適した広さの庭（当該家

庭的保育事業所の付近

にあるこれに代わるべ

き場所を含む。） 

条例第２３条第６号に定める面積を、乳幼児が実際に遊戯できる面

積として確保すること。 

調理設備 乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、保育を行う専用の部屋と

区画されていること。 

便所 便所専用の手洗設備が設けられているとともに、保育を行う専用の

部屋及び調理設備と区画されていること。 

（２） 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、２か所２方向設置さ

れていること。この場合において、各部屋から公道（権利者との合意により使用可能な

私道等を含む。以下同じ。）に至るまでの２つの経路は、途中で交わってはならない。 

（３） 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱（令和３年３

月３１日２港子政第１２１２号）別表に定める保育所における室内化学物質対策実施基

準の規定に準じて室内化学物質を測定するとともに、必要な対策を講じ、安全性が確認

された後に開設すること。 

（４） 保育を行う専用の部屋がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

ア 建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土

交通省告示第１８４号）に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コ

ンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が０．７以上かつq

値が１．０以上、木造の建築物にあってはIw値が１．１以上であることが確認され

た建築物 

（家庭的保育事業の職員配置基準） 

第５条 家庭的保育事業の職員配置基準は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準に定める職員の要件等について」（平成２７年６月３日付雇児保発０６０３第１号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。以下「国の通知」という。）に定めるところ

によるとともに、次のとおりとする。 

（１） 家庭的保育者 

ア 家庭的保育者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の家庭的保育者をもっ

て確保しなければならない。ただし、家庭的保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育



 

時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保

が図られる場合で、常勤家庭的保育者に代えて短時間勤務の家庭的保育者（常勤の家

庭的保育者以外の家庭的保育者をいう。）を充てる場合の勤務時間数が、常勤家庭的

保育者を充てる場合の勤務時間数を上回るときには、家庭的保育者の一部に短時間勤

務の家庭的保育者を充てても差し支えない。 

イ アに規定する常勤の家庭的保育者とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（ア） 期間の定めのない労働契約（１年以上の労働契約を結んでいる者を含む。）

を結んでいること。 

（イ） 労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第５条第１項第１号の

３により明示された就業の場所が各家庭的保育事業所であり、かつ、従事すべき業

務が保育であること。 

（ウ） 勤務時間が、当該家庭的保育事業所の就業規則等で定められている常勤の従

業者が勤務すべき時間数（月１２０時間以上に限る。）に達している、又は、１日

６時間以上かつ月２０日以上常態的に勤務していること。 

（エ） 当該家庭的保育事業所（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を適用

事業所とする社会保険の被保険者であること。 

ウ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）、雇用保

険法（昭和４９年法律第１１６号）等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や

低処遇の家庭的保育者が生じることのないよう留意すること。 

（２） 家庭的保育補助者 

家庭的保育補助者は、次の要件のいずれにも該当する者でなければならない。 

ア 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の５各号及び第３４条の２０第

１項第４号のいずれにも該当しない者 

２ 家庭的保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業

務の委託について」（平成１０年２月１８日付児発第８６号厚生省児童家庭局長通知）に

準じて実施しなければならない。 

（小規模保育事業の建物及び設備） 

第６条 小規模保育事業所の構造及び設備は、建築基準法、消防法その他関係法令並びに条

例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準による設備を有していなければならない。 

（１） 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要



 

件を満たすこと。 

区分 要件 

乳児室又はほふく室 条例第２９条第２号又は第３４条第２号に定める面積を、保育に

有効な面積（部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外し

た面積をいう。）として確保すること。 

保育室又は遊戯室 条例第２９条第５号又は第３４条第５号に定める面積を、保育に

有効な面積（部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外し

た面積をいう。）として確保すること。 

屋外遊戯場（当該小規模

保育事業所の付近にある

これに代わるべき場所を

含む。） 

条例第２９条第５号又は第３４条第５号に定める面積を、乳幼児

が実際に遊戯できる面積として確保すること。 

調理設備 乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、乳児室等と区画されて

いること。また、定員に見合う設備を有すること。 

便所 便所専用の手洗設備が設けられているとともに、乳児室、調理設

備等と区画されていること。また、定員に見合う面積及び設備を

有すること。 

（２） 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、２か所２方向設置さ

れていること。この場合において、各部屋から公道に至るまでの２つの経路は、途中で

交わってはならない。 

（３） 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱別表に定める

保育所における室内化学物質対策実施基準の規定に準じて室内化学物質を測定すると

ともに、必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。 

（４） 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室がある建物は、次に掲げる要件のいずれか

に該当すること。 

ア 建築基準法における新耐震基準により建築された建物 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法に

より行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

の建築物にあってはIs値が０．７以上かつq値が１．０以上、木造の建築物にあって

はIw値が１．１以上であることが確認された建築物 

（小規模保育事業の職員配置基準） 



 

第７条 小規模保育事業A型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、

次のとおりとする。 

（１） 必要な保育士の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第３０条

第２項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で

除し、小数点１位（小数点２位以下切捨て）まで求め、各々を合計し、小数点以下を四

捨五入した数に１を加えた数を比較し、いずれか多い方とする。なお、実際の保育に当

たり配置する保育士の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算

出するが、算出した結果、必要保育士数が１人の場合であっても、常時２人を下回って

はならない。 

（２） 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保しな

ければならない。ただし、小規模保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児

童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合

で、常勤保育士に代えて短時間勤務の保育士（常勤の保育士以外の保育士をいう。以下

同じ。）を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育士を充てる場合の勤務時間数を上回る

ときには、保育士の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えない。 

（３） 前号の常勤の保育士とは、次の要件を全て満たす者とする。 

ア 期間の定めのない労働契約（１年以上の労働契約を結んでいる者を含む。）を結ん

でいること。 

イ 労働基準法施行規則第５条第１項第１号の３により明示された就業の場所が各小

規模保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。 

ウ 当該小規模保育事業所の就業規則等で定められている常勤の従業者が勤務するべ

き時間数（月１２０時間以上に限る。）に達している、又は、１日６時間以上かつ月

２０日以上常態的に勤務していること。 

エ 当該小規模保育事業所（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を適用事業所

とする社会保険の被保険者であること。 

（４） 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を

遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意すること。 

２ 小規模保育事業B型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、次の

とおりとする。 

（１） 必要な保育従事者の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第３

２条第２項に規定する児童の年齢別に、前項第１号と同様の方法で算出した数とし、そ



 

のうち６割以上は保育士とすること。なお、実際の保育に当たり配置する保育従事者の

数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結

果、必要保育従事者数が１人の場合であっても、常時２人を下回ってはならない。 

（２） 保育従事者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育従事者をもって

確保しなければならない。ただし、小規模保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間

や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図ら

れる場合で、常勤保育従事者に代えて短時間勤務の保育従事者（常勤の保育従事者以外

の保育従事者をいう。以下同じ。）を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育従事者を充

てる場合の勤務時間数を上回るときには、保育従事者の一部に短時間勤務の保育従事者

を充てても差し支えない。 

（３） 前号の常勤の保育従事者とは、次の要件を全て満たす者とする。 

ア 期間の定めのない労働契約（１年以上の労働契約を結んでいる者を含む。）を結ん

でいること。 

イ 労働基準法施行規則第５条第１項第１号の３により明示された就業の場所が各小

規模保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。 

ウ 当該小規模保育事業所の就業規則等で定められている常勤の従業者が勤務するべ

き時間数（月１２０時間以上に限る。）に達している、又は、１日６時間以上かつ月

２０日以上、常態的に勤務していること。 

エ 当該小規模保育事業所（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を適用事業所

とする社会保険の被保険者であること。 

（４） 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を

遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育従事者が生じることのないよう留意すること。 

３ 小規模保育事業C型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、第５

条第１項第１号及び第２号の規定を準用する。この場合において、第５条第１項第１号ア

中「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業」と、同号イ中「各家庭的保育事業所」

とあるのは「各小規模保育事業所」と、「当該家庭的保育事業所」とあるのは「当該小規

模保育事業所」と読み替えるものとする。 

４ 小規模保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業

務の委託について」に準じて実施しなければならない。 

５ 小規模保育事業所には、管理者を置くこと。なお、管理者の要件は、保育所設置認可等

事務取扱要綱第２の４（２）の規定に準じること。 



 

（居宅訪問型保育事業の職員配置基準） 

第８条 居宅訪問型保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによる。なお、条

例第３８条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合は、当該乳幼児の障害、疾病

等の状況に十分配慮し、保育を提供しなければならない。 

（事業所内保育事業の建物及び設備） 

第９条 保育所型事業所内保育事業所の構造及び設備は、建築基準法、消防法その他関係法

令並びに条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準による設備を有していなけれ

ばならない。 

（１） 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要

件を満たすこと。 

区分 要件 

乳児室又はほふく室 条例第４５条第２号又は第３号に定める面積を、保育に有効な面積

（部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をい

う。）として確保すること。 

保育室又は遊戯室 条例第４５条第６号に定める面積を、保育に有効な面積（部屋の内

法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。）として

確保すること。 

医務室 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可 

屋外遊戯場（当該保育

所型事業所内保育事業

所の付近にあるこれに

代わるべき場所を含

む。） 

条例第４５条第６号に定める面積を、乳幼児が実際に遊戯できる面

積として確保すること。 

調理室 乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、乳児室等と区画されてい

ること。また、定員に見合う面積及び設備を有すること。 

便所 便所専用の手洗設備が設けられているとともに、乳児室、調理室等

と区画されていること。また、定員に見合う面積及び設備を有する

こと。 

（２） 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、２か所２方向設置さ

れていること。この場合において、各部屋から公道に至るまでの２つの経路は、途中で

交わってはならない。 



 

（３） 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱別表に定める

保育所における室内化学物質対策実施基準の規定に準じて室内化学物質を測定すると

ともに、必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。 

（４） 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室がある建物は、次に掲げる要件の

いずれかに該当すること。 

ア 建築基準法における新耐震基準により建築された建物 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法に

より行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

の建築物にあってはIs値が０．７以上かつq値が１．０以上、木造の建築物にあって

はIw値が１．１以上であることが確認された建築物 

２ 小規模型事業所内保育事業所の構造及び設備は、第６条の規定を準用する。この場合に

おいて、第６条中「小規模保育事業所」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、

第６条第１号の表中「当該小規模保育事業所」とあるのは「当該小規模型事業所内保育事

業所」と、「条例第２９条第２号又は第３４条第２号」とあるのは「条例第２９条第２号」

と、「条例第２９条第５号又は第３４条第５号」とあるのは「条例第２９条第５号」と読

み替えるものとする。 

（事業所内保育事業の職員配置基準） 

第１０条 保育所型事業所内保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによると

ともに、次のとおりとする。 

（１） 必要な保育士の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第４６条

第２項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で

除し、小数点１位（小数点２位以下切捨て）まで求め、各々を合計し、小数点以下を四

捨五入した数を比較し、いずれか多い方とする。なお、実際の保育に当たり配置する保

育士の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出

した結果、必要保育士数が１人の場合であっても、常時２人を下回ってはならない。 

（２） 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保しな

ければならない。ただし、事業所内保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育

児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場

合で、常勤保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育

士を充てる場合の勤務時間数を上回るときには、保育士の一部に短時間勤務の保育士を

充てても差し支えない。 



 

（３） 前号の常勤の保育士とは、次の要件を全て満たす者とする。 

ア 期間の定めのない労働契約（１年以上の労働契約を結んでいる者を含む。）を結ん

でいること。 

イ 労働基準法施行規則第５条第１項第１号の３により明示された就業の場所が各保

育所型事業所内保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。 

ウ 当該保育所型事業所内保育事業所の就業規則等で定められている常勤の従業者が

勤務するべき時間数（月１２０時間以上に限る。）に達している、又は、１日６時間

以上かつ月２０日以上常態的に勤務していること。 

エ 当該保育所型事業所内保育事業所（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を

適用事業所とする社会保険の被保険者であること。 

（４） 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を

遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意すること。 

２ 小規模型事業所内保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、

次のとおりとする。 

（１） 必要な保育従事者の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第４

９条第２項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育従事者の員数の基準となる

児童数で除し、小数点１位（小数点２位以下切捨て）まで求め、各々を合計し、小数点

以下を四捨五入した数に１を加えた数を比較し、いずれか多い方とし、そのうち６割以

上は保育士とすること。なお、実際の保育に当たり配置する保育従事者の数は、現に保

育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結果、必要保育

従事者数が１人の場合であっても、常時２人を下回ってはならない。 

（２） 保育従事者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育従事者をもって

確保しなければならない。ただし、事業所内保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時

間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図

られる場合で、常勤保育従事者に代えて短時間勤務の保育従事者を充てる場合の勤務時

間数が、常勤保育従事者を充てる場合の勤務時間数を上回るときには、保育従事者の一

部に短時間勤務の保育従事者を充てても差し支えない。 

（３） 前号の常勤の保育従事者とは、次の要件を全て満たす者とする。 

ア 期間の定めのない労働契約（１年以上の労働契約を結んでいる者を含む。）を結ん

でいること。 

イ 労働基準法施行規則第５条第１項第１号の３により明示された就業の場所が各小



 

規模型事業所内保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。 

ウ 当該小規模型事業所内保育事業所の就業規則等で定められている常勤の従業者が

勤務するべき時間数（月１２０時間以上に限る。）に達している、又は、１日６時間

以上かつ月２０日以上常態的に勤務していること。 

エ 当該小規模型事業所内保育事業所（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を

適用事業所とする社会保険の被保険者であること。 

（４） 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を

遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育従事者が生じることのないよう留意すること。 

３ 事業所内保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理

業務の委託について」に準じて実施しなければならない。 

４ 事業所内保育事業所には、管理者を置くこと。なお、管理者の要件は、港区保育所設置

認可等事務取扱要綱第１０条及び第１１条の規定に準じること。 

（事前協議） 

第１１条 家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。）の認可を受けようとする事業

者は、事前に港区（以下「区」という。）に協議しなければならない。協議に当たっては、

港区家庭的保育事業等認可事前協議書（第１号様式。以下「事前協議書」という。）に、

次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする６か月前までに区へ提出しなけれ

ばならない。なお、複数の企業等が合同で事業所内保育事業所を設置する場合は、主たる

設置・運営主体である企業等を特定の上、協議すること。 

（１） 建物その他の設備関係 

ア 建物及び土地の状況（第２号様式） 

イ 事業所の案内図（最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、

周辺環境が分かるもの） 

ウ 事業所の配置図及び建物の平面図 

エ 事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常

時に利用乳幼児の避難に有効な位置に２か所２方向に設置されていることが分かる

もの） 

オ 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を

紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出すること（既存建築

物の場合）。 

カ 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、事前協議時に登記がなされていない場合



 

には、登記後に送付すること（自己所有物件の場合）。 

キ 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面

（土地・建物が自己所有でない場合） 

ク 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、「不動産の貸与を受けて保育

所を設置する場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日付雇児発第０５２４

００２号、社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援

護局長連名通知）に準じること又は「社会福祉法人が営む小規模保育事業の土地、建

物の所有について（通知）」（平成２６年１２月１２日付雇児保発１２１２第２号、

社援基発１２１２第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、社会・援護局福

祉基盤課長連名通知）に基づくことを証する書面（土地・建物が自己所有でない場合） 

ケ 第４条第４号イ、第６条第４号イ又は第９条第１項第４号イに規定する建築物にあ

っては、当該事実を客観的に確認できる書類 

（２） 運営方針 

ア 運営規程 

イ 連携施設との協定書の写し（条例第７条第３号に規定する連携施設については、原

則として２歳児の定員数を受け入れられることが明記されていること。） 

（３） 事業者の状況 

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次のアからケまで及びサに掲げ

る書類、それ以外の者にあっては次のアからシまでに掲げる書類 

ア 法人の登記事項証明書（事業者が個人の場合は住民票の写し） 

イ 定款又は寄附行為の写し（法人の場合） 

ウ 印鑑証明書（事業者が個人の場合は印鑑登録証明書） 

エ 第３条に規定する「家庭的保育事業等の認可等について」第１の３（３）ウの内容

が確認できる書類 

オ 児童福祉法第３４条の１５第３項第４号の基準に関する誓約書（第３号様式） 

カ 資金計画書 

キ 直近３年間の決算報告書（監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税

理士等により適正な会計基準にのっとって処理されたことを証する書類を付したも

の） 

ク 事業者全体の今後５年間の収支（損益）予算書 

ケ 事業者全体の今後５年間の借入金等返済（償還）計画 



 

コ 法人開設時の開始貸借対照表及び仮決算書（事業者が新規設立法人の場合） 

サ 残高証明書（事前協議に必要な書類提出期限の１か月前以降の時点のもの） 

シ 納税証明書 

国税通則法（昭和３７年法律第６６号）第１２３条に規定する証明書のうち、以下

の証明書（事前協議書の提出期限の１か月前以降に発行されたもの。写し可）。ただ

し、（ア）及び（イ）の証明書については、直近３か年の決算報告書のうち、最も直

近の会計年度と同年度のものとし、（ウ）の証明書については直近３か年のものとす

る。 

（ア） 納税額、未納税額等の証明（事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法

人税に係るもの） 

（イ） 所得金額の証明（事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に

係るもの） 

（ウ） 滞納処分を受けたことがないことの証明 

（４） 保育事業を委託又は受託する場合（事業所内保育事業） 

保育事業を委託又は受託する事業所内保育事業者については、第１号から第３号まで

に掲げる書類に加えて、共済組合等にあっては次のアからエまでに掲げる書類、それ以

外の者にあっては次のアからコまでに掲げる書類 

ア 相手方事業者の代表者の履歴書 

イ 相手方事業者の登記事項証明書（相手方事業者が個人の場合は住民票の写し） 

ウ 相手方事業者の定款又は寄附行為の写し 

エ 業務委託契約書（契約書案）の写し 

オ 相手方事業者の直近の決算報告書（監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会

計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付した

もの） 

カ 相手方事業者全体の今後３年間の収支（損益）予算書 

キ 相手方事業者全体の今後３年間の借入金等返済（償還）計画 

ク 相手方事業者の法人開設時の開始貸借対照表及び仮決算書（相手方事業者が新規設

立法人の場合） 

ケ 相手方事業者の残高証明書（事前協議書の提出期限の１か月前以降の時点のもの） 

コ 相手方事業者の納税証明書 

国税通則法第１２３条に規定する証明書のうち、以下の証明書（事前協議に必要な



 

書類提出期限の１か月前以降に発行されたもの。写し可）。ただし、（ア）及び（イ）

の証明書については、直近３か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度

のものとし、（ウ）の証明書については直近３か年のものとする。 

（ア） 納税額、未納税額等の証明（事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法

人税に係るもの） 

（イ） 所得金額の証明（事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に

係るもの） 

（ウ） 滞納処分を受けたことがないことの証明 

（５） 複数の企業等が合同で設置する場合（事業所内保育事業） 

従業員枠の配分、利用方法及び運営コストの負担並びに有効期間に関する協定書 

（６） 家庭的保育事業等認可申請概要（第４号様式） 

（７） その他区長が必要と認めるもの 

２ 居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする事業者は、事前に区に協議しなければなら

ない。なお、協議に当たっては、事前協議書に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開

始しようとする６か月前までに区へ提出しなければならない。 

（１） 運営方針 

前項第２号ア及びイに掲げる書類 

（２） 事業者の状況 

前項第３号アからシまでに掲げる書類 

（３） 居宅訪問型保育事業認可申請概要（第５号様式） 

（４） その他区長が必要と認めるもの 

（認可申請書の提出） 

第１２条 家庭的保育事業の認可を受けようとする事業者は、家庭的保育事業等認可申請書

（港区児童福祉法施行細則（昭和４０年港区規則第６号。以下「法施行細則」という。）

別記第１９号様式。以下「認可申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付し、当該事

業を開始しようとする２か月前までに区へ提出しなければならない。 

（１） 建物その他の設備関係 

前条第１項第１号アからケまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類 

ア 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し 

イ 火災予防条例（昭和３７年東京都条例第６５号）第５６条の２に規定する届出によ

り消防署から通知される「検査結果通知書」の写し 



 

ウ 「保育所における室内化学物質対策実施基準」の規定に準じて実施した室内化学物

質の測定結果（厚生労働省が定める指針以下であることが分かるものであること。） 

（２） 職員関係 

ア 職員の構成（第６号様式） 

イ 基準職員（条例第２４条、第３０条、第３２条、第３５条、第４０条、第４６条及

び第４９条に規定する職員をいう。以下同じ。）及び管理者の履歴書の写し（嘱託医

及び調理員を置かない事業所の調理員並びに管理者を置かない事業所の管理者は不

要） 

ウ 家庭的保育者に係る下記の書類 

（ア） 保育士にあっては、保育士証の写し 

（イ） 条例第２４条第２項に規定する研修の修了証等の写し 

（ウ） 健康診断書 

エ 家庭的保育補助者を配置する場合には、家庭的保育補助者に係る以下の書類 

（ア） 条例第２４条第３項に規定する研修の修了証等の写し 

（イ） 健康診断書 

オ 医師の免許証の写し 

カ 調理業務の全部を委託する場合には調理業務委託契約書の写し、搬入施設から食事

を搬入する場合には外部搬入に係る契約書の写し及び条例第１７条第１項及び第２

項の要件を充足することを証する書類 

（３） 運営方針 

前条第１項第２号ア及びイに掲げる書類のほか、次に掲げる書類 

ア 就業規則（給与規程等を含む。） 

イ 重要事項説明書（港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年港区条例第２８号）第３８条第１項に規定する重要事

項を記載した文書をいう。以下同じ。） 

ウ 条例第２２条に規定する苦情に対応するために講ずる措置の概要 

エ 利用乳幼児に関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し 

（４） 事業者の状況 

前条第１項第３号アからコまでに掲げる書類（社会福祉法人、学校法人及び日本赤十

字社にあっては同号アからケまでに掲げる書類）のほか、次に掲げる書類（社会福祉法

人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次のアからエまでに掲げる書類、それ以外の



 

者にあっては次のアからオにまでに掲げる書類） 

ア 法人代表者の履歴書（事業者が個人の場合は申請者の履歴書） 

イ 実務に当たる幹部職員の履歴書 

ウ 当該事業所の今後５年間の収支計画書（当該事業所を開設するに当たって借入等を

行う場合は返済計画についても記載すること。） 

エ 残高証明書（認可申請書の提出期限の１か月前以降の時点のもの） 

オ 納税証明書 

国税通則法第１２３条に規定する証明書のうち、以下の証明書（認可申請書の提出

期限の３か月前以降に発行されたもの）。ただし、（ア）及び（イ）の証明書につい

ては、直近３か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度のものとし、（ウ）

の証明書については直近３か年のものとする。 

（ア） 納税額、未納税額等の証明（事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法

人税に係るもの） 

（イ） 所得金額の証明（事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に

係るもの） 

（ウ） 滞納処分を受けたことがないことの証明 

（５） 家庭的保育事業等認可申請概要 

（６） 認可申請書添付書類一覧（第７号様式） 

（７） その他区長が必要と認めるもの 

２ 小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けようとする事業者は、認可申請書に、

次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする２か月前までに区へ提出しなけれ

ばならない。 

（１） 建物その他の設備関係 

前条第１項第１号アからケまで及び前項第１号アからウまでに掲げる書類のほか、小

規模保育事業所（C型を除く。）又は事業所内保育事業所において保育室等を２階以上

に設ける場合は、一級建築士による、規則第３条第１号若しくは第２号又は第４条第１

号若しくは第２号を満たしていることを証する書類 

（２） 職員関係 

前項第２号アからカまでに掲げる書類（同号ウ及びエは、小規模保育事業C型のみ）

のほか、次に掲げる書類 

ア 保育士にあっては、保育士証の写し 



 

イ 小規模保育事業B型又は小規模型事業所内保育事業の保育従事者にあっては、条例

第３２条第１項に規定する研修の修了証等 

ウ 保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し 

エ 所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書（控）の写し（ただし、基準職

員以外の非常勤職員及び嘱託医、調理員を除く。） 

オ 第７条第５項又は第１０条第４項に規定する管理者の要件を充足することを証す

る書類 

（３） 運営方針 

前条第１項第２号ア及びイ並びに前項第３号アからエまでに掲げる書類 

（４） 事業者の状況 

前条第１項第３号アからコまで及び前項第４号アからオまでに掲げる書類（社会福祉

法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては前条第１項第３号アからケまで及び前項第

４号アからエまでに掲げる書類） 

（５） 保育事業を委託又は受託する場合（事業所内保育事業） 

前条第１項第４号アからコまでに掲げる書類（この場合において、前条第１項第４号

コ中「（事前協議書の提出期限の１か月前以降に発行されたもの。写し可）」とあるの

は「（認可申請書の提出期限の３か月前以降に発行されたもの）」と読み替えるものと

する。） 

（６） 複数の企業等が合同で設置する場合（事業所内保育事業） 

前条第１項第５号に掲げる書類 

（７） 家庭的保育事業等認可申請概要 

（８） 認可申請書添付書類一覧 

（９） その他区長が必要と認めるもの 

３ 居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする事業者は、認可申請書に、次に掲げる書類

を添付し、当該事業を開始しようとする２か月前までに区へ提出しなければならない。 

（１） 職員関係 

第１項第２号アからウまでに掲げる書類（同号ウ（イ）を除く。）のほか、居宅訪問

型保育研修の修了証等の写し 

（２） 運営方針 

前条第１項第２号ア及びイ並びに第１項第３号アからエまでに掲げる書類 

（３） 事業者の状況 



 

前条第１項第３号アからコまで及び第１項第４号アからオまでに掲げる書類（社会福

祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては前条第１項第３号アからケまで及び前項

第４号アからエまでに掲げる書類） 

（４） 居宅訪問型保育事業認可申請概要 

（５） 認可申請書添付書類一覧 

（６） その他区長が必要と認めるもの 

第１３条 削除 

（認可の変更） 

第１４条 家庭的保育事業所等の名称、種類若しくは位置又は法人格を有することを証する

書類に変更があった事業者は、変更のあった日から起算して１か月以内に、家庭的保育事

業等内容変更届（法施行細則別記第２２号様式。以下「内容変更届」という。）に、次に

掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。 

（１） 事業所の名称の変更 

事業者における名称変更の決議書等の写し 

（２） 事業所の所在地（住所）表示の変更 

区から発行される住居表示変更の通知 

（３） 事業者の名称の変更 

印鑑証明書（事業者が個人の場合は印鑑登録証明書） 

（４） 事業者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地）の変更 

印鑑証明書（事業者が個人の場合は印鑑登録証明書） 

２ 家庭的保育事業所等の建物その他設備の規模構造、使用区分、屋外遊戯場、敷地の使用

に係る権利関係、運営規程、管理者又は事業者の代表者若しくは実務に当たる幹部職員を

変更しようとする事業者は、変更しようとする日の１か月前までに、内容変更届に次に掲

げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。 

（１） 事業者の代表者の変更 

ア 印鑑証明書（事後提出。事業者が個人の場合は印鑑登録証明書） 

イ 法人代表者の履歴書 

（２） 建物の規模構造、使用区分（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室等の設置位置等）

又は屋外遊戯場の変更 

ア 建物及び土地の状況 

イ 変更前後の事業所の配置図及び建物の平面図 



 

ウ 事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常

時に利用乳幼児の避難に有効な位置に２か所２方向に設置されていることが分かる

もの） 

エ 小規模保育事業所（C型を除く。）又は事業所内保育事業所において保育室等を２

階以上に新たに設ける場合は、一級建築士による、規則第３条第１号若しくは第２号

又は第４条第１号若しくは第２号を満たしていることを証する書類 

オ 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し（建物の規模構造に変更がある場合

に限る。） 

カ 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、

登記後送付すること（自己所有物件の場合）。 

キ 「保育所における室内化学物質対策実施基準」の規定に準じて実施した室内化学物

質の測定結果（厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。

工事を伴う建物の変更の場合に限る。） 

（３） 定員又は年齢区分の変更 

職員の構成 

（４） 運営規程の変更 

運営規程 

（５） 管理者の変更 

ア 管理者の履歴書の写し 

イ 第７条第５項又は第１０条第４項に規定する管理者の要件を充足することを証す

る書類 

（６） 調理業務に関する変更 

ア 調理業務委託契約書の写し（新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場

合） 

イ 外部搬入に係る契約書の写し及び条例第１７条第１項及び第２項の要件を充足す

ることを証する書類（新たに外部搬入を開始する場合及び外部搬入先を変更する場

合） 

（事業の廃止又は休止） 

第１５条 家庭的保育事業等の廃止又は休止については、家庭的保育事業等の公共性から保

育事業に多大な影響を及ぼすため、事業者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当

期間の余裕をもって、文書をもって区に協議しなければならない。なお、休止とは、原則



 

として１年を超えない期間停止することをいう。 

２ 家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする事業者は、承認を得ようとする日の

１か月前までに、家庭的保育事業等廃止（休止）承認申請書（法施行細則別記第２３号様

式）に、次に掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。 

（１） 財産処分の具体的方法 

（２） 職員の退職後の状況 

（３） 現に利用している乳幼児に対する措置 

（４） その他区長が必要と認める書類 

付 則 

この要綱は平成２７年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


